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要旨 本稿は「安全保障化」の理論を手がかりに，フランスの政教分離原則「ライシテ」が，安全

保障問題を構築するに至った過程を考察する．2015年のシャルリー・エブド襲撃事件やパリ同時

多発テロなど，自国育ちの者がテロを起こす「ホームグロウン・テロ」が頻発するにつれ，フラン

スにおけるムスリム・マイノリティは安全保障上の脅威として認識されつつある．これに関連して，

近年ライシテは，テロ対策や過激化防止対策，国境管理など国家安全保障の関連においても議論さ

れるようになった．本稿は，安全保障化理論の概要を示した上で，近年の論争や哲学者・政治家の

ライシテに関する言説実践がイスラムの安全保障化に寄与したことを明らかにする．

は じ め に

本稿は，「安全保障化 (securitisation)」の理論

を手がかりとして，フランスの政教分離原則「ラ

イシテ (laïcité)｣1) が，安全保障問題を構築する

に至った過程を考察する．1980 年代後半以降，

フランス内外において活発な議論を呼んだスカー

フ論争を皮切りに，ライシテはムスリム・マイノ

リティの社会統合に関わる重要な概念として積極

的に言及されるタームとなった．また近年におい

てライシテは，移民やその子孫の統合政策，ポ

ピュリズム政治の台頭との関連においてだけでな

く，テロ対策や過激化防止対策などの国内治安問

題や，国境管理などの国家安全保障問題の関連に

おいても議論されるようになっている．

とりわけ 2015 年のシャルリー・エブド襲撃

事件やパリ同時多発テロなど，自国育ちの者がテ

ロを起こす「ホームグロウン・テロ」が頻発する

につれ，フランスにおけるムスリム・マイ

ノリティは，安全保障上の脅威として認識されつ

つある．2017年フランス大統領選挙の決戦投票

を勝ち抜いたのは中道派「前進 (En marche)！」

を率いるエマニュエル・マクロン (Emmanuel

Macron) であったが，もう一方の候補者，極右

政党「国民戦線 (FN，現在は国民連合 RN に改

名)」の党首マリーヌ・ル・ペン (Marine Le Pen)

もまた，33.9%の得票率を獲得し存在感を示した．

この選挙結果は，既成政党政治に対する不満の表

れであるとともに，近年のフランスにおいて移民

やマイノリティに対する社会的不安が政治争点化

し，移民排斥を掲げるル・ペンの主張が受け入れ

られつつある事を示す事例であろう2)．

本稿は上記事例の検討を通じて，次の二点を解

明する．第一に，安全保障化の政治的な性質であ

る．初期の安全保障化理論は，脅威が社会的に構

築されるという構成主義的な視座を導入し，これ

まで安全保障上の問題とされていなかったものが

脅威と認識され，通常の政治的手続きを超えた例

外的手段による解決が提示される過程に着目した．

しかし後述するように，この理論には様々な批判

が存在する．本稿はこうした批判に依拠しつつ，

安全保障化理論が持つ分析視座を一部修正するこ

とで，その政治的な性質を明らかにする．第二に，

宗教と安全保障の関わりである．本稿はフランス

の政教分離原則「ライシテ」に着目し，ライシテ
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の政治的動員が，司法，行政，立法における言説

実践を巻き込みながら，イスラムの安全保障化に

寄与したことを明らかにする．

本稿の構成は次の通りである．まず 1節では，

安全保障化の理論的整理を行い，分析の枠組みを

提示する．2 節では，「ライシテ対イスラム」と

いう言説上の構図の形成を主導した哲学者，教育

関係者の論争を再訪し，近年のライシテに関する

言説を概観する．3節では政界において積極的に

ライシテに関する発言を行った複数の政治家の言

説を取り上げ，それらのライシテ概念が安全保障

問題に位置づけられることを示す．最後に，ライ

シテ概念に関する言説実践による安全保障化が，

いかなる過程によって生起したのかについて結論

を述べる．

1．安全保障化理論とライシテ概念

1. 1．「安全保障化」とは何か

国際政治における伝統的な安全保障研究は，専

ら軍事的な脅威に焦点を当て，国家中心かつ軍事

中心的な安全保障の概念を提供してきた．一方，

冷戦終結を受け，経済や環境など非軍事的側面を

「安全保障対象 (referent object)」に含み，安全保

障をより広義に捉え直す非伝統的安全保障論が議

論されてきた．こうした中，安全保障を間主観的

かつ社会的に構築される概念と考えるのが，コペ

ンハーゲン学派による「安全保障化」理論である．

理論の提唱者であるバリー・ブザン，オーレ・

ヴェーヴァ，ヤープ・デ・ヴィルデによれば，安

全保障化とは，「安全保障に関わる問題 (security

issues)」及び「脅威 (threat)」が，政治エリート

の「発話行為 (speech act)」によって構築され，

その脅威に対処すべく例外的な緊急措置に正当性

が与えられるプロセスを指す3)．いかなる問題も

最初の段階では非政治的であるが，その問題が公

的な議論，政策決定の対象となり，政治化の過程

を経ると，「実存的脅威 (existential threat)」とし

て提示されるようになる．こうして構築された脅

威の排除について，緊急措置の必要性が提示され，

通常の政治的手続きを越えた行動がオーディエン

スによって正当化されるとき，その問題は安全保

障化されたといえる4)．安全保障化論は，「X は

脅威である」という客観的事実の是非についての

問いではなく，「Xはどのようにして安全保障問

題としてみなされるようになったのか」について

の問いを提起するのであり，安全保障を，あらか

じめ普遍的定義を持つものではなく，各国の歴

史・思想・文化に関連して社会的に構築されるも

のと捉える5)．

一方，コペンハーゲン学派の安全保障化理論に

対する批判も存在する．以下，二点指摘する．第

一に，「通常の政治的手続き−例外的緊急措置」

という二元論に帰せられる安全保障観は，ある事

象が安全保障上の脅威として構築される際のいか

なる連続性をも想定できないとする批判がある6)．

同様に，「発話行為 ――オーディエンスによる

承認―― 例外的措置の実行」という安全保障化

の過程において，あたかも決定的な契機が存在す

るかのように捉える点にも，連続性に対する視点

の欠如が指摘できる．実際には多くの場合，安全

保障化は決定的な瞬間に例外的措置が発動するこ

とによって完了するようなものではなく，連続的

に生起し継続されるものとして考察すべきである．

第二に，ディディエ・ビゴやジェフ・ユイスマ

ンスらパリ学派と呼ばれる論者は，発話行為を重

視するコペンハーゲン学派の理論を言語偏重的で

あると批判する7)．発話行為にのみ安全保障化の

契機を見出す場合，ある対象を脅威に結びつける

言説の正当化が安全保障化の成功の前提となる．

そこで成否を左右するのは規範やイデオロギー対

立の結果である．例えば，「移民=脅威」の言説

が受け入れられた結果，移民の安全保障化が成功

するという見解が得られるだろう．しかしながら

ビゴは，こうした「移民=脅威」の言説とは異な

る規範的見解を持つ言説が存在するにも関わらず，

「移民=脅威」の言説が依然として影響力を持ち

続ける理由を説明する必要があると指摘する．そ

こでビゴは安全保障をめぐる「実践 (practices)」

に着目し，「安全−非安全 (security-insecurity)」

の構築に寄与する専門的な知の配置を，官僚機構

や警察，情報機関のような統治制度から分析し

た8)．パリ学派のアプローチは，政治家レベルの

発話行為ではなく，安全保障に関する実践を行う
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専門家集団や専門的技術の動員過程に着目し，安

全保障上の脅威に関する「真理」の生成，権威づ

けを可能にするメカニズムに焦点を当てるもので

ある．すなわちパリ学派にとって安全保障化とは，

例外的な領域においてではなく，日々行われる実

践や制度内部で起きるものとされる．

上記の批判を考慮し，本稿では安全保障化の政

治的な性質に着目することで，それが連続的に生

成される点を明らかにする．すなわち，安全保障

化は政治的次元を超越する点にではなく，通常の

政治的次元の観点からも考察されなければならな

い．その場合，安全保障化に関与するのは単一の

アクターではなく，政治家，官僚，専門家，学者

といった多様なアクターである．したがって本稿

は，言説に着目するコペンハーゲン学派の視座を

保持しつつ，パリ学派らの視座を併用することで，

安全保障化のプロセスがより明確になると考える．

本稿が事例として取り上げるのは，フランスの

政教分離概念「ライシテ」である．ヨーロッパに

おいて，移民やイスラムは安全保障上の脅威とし

て構築されてきた9)．とりわけフランスでは，ラ

イシテ概念が政治的に動員されることで，移民や

ムスリムを排除するナラティブが構築されてき

た10)．しかし，これらの先行研究は必ずしもライ

シテが安全保障に関する政治的資源として動員さ

れた点に着目したものではない11)．そこで本稿で

は，安全保障化理論に依拠しつつ，ライシテが安

全保障に関わる問題として，言説実践により構築

された過程を検討する．

1. 2．フランスにおけるライシテ

革命後のフランスにおいて，カトリック教会を

支持する反動右派と，啓蒙精神に基づく革命左派

との間には長い抗争があり，ライシテもそうした

緊張関係の中で発展した．例えば，公教育の非宗

教化を目指す 1880年代の一連の改革も，ライシ

テ思想に基づくものである．とりわけ，1902年

に首相となり，教育制度をカトリック修道会から

奪取すべく急進的な政策を行ったエミール・コン

ブ (Émile Combes) は，反教権主義の旗手であっ

た．彼は，カトリック修道会経営の私立学校を閉

鎖して国有化するとともに，修道士を教育界から

追放した．この立場は，思想の自由を盾に宗教か

らの解放を訴える点で反宗教的でもある．した

がってライシテはしばしば，宗教性の排除を伴う

厳格な政教分離概念であると指摘されてきた．

他方，カトリック陣営と反教権主義陣営の対立

激化を前にして，事態収拾のために 1905年に制

定されたのが「国家と諸教会の分離に関する法

律」(政教分離法) である．ライシテの制度化を

1905年法に見る立場からは，ライシテは宗教に

対抗的なものではなく，宗教の自由を擁護する概

念とされる．国務院 (Conseil dʼÉtat) の報告書に

よれば，フランスのライシテは，国家の中立性の

原則，宗教の自由の原則，多元論尊重の原則から

構成される12)．なお，司法解釈においてライシテ

とは，国家がすべての宗教に対して公平な距離を

保つ，中立性の原則であるとする見解が主流であ

る13)．中立性の原則とは，国家が市民の宗教的多

様性を尊重できるよう，その選択について関心を

持たないという態度を定めたものである．

1980年代後半以降，公立学校で宗教的な属性

の表明を許すことは，市民間に差異が存在し，

各々の社会文化的属性に基づいた集団の存在を承

認することであるとする議論が見られるように

なった．後述するように，ムスリム・マイノリ

ティの社会統合のあり方を意識し，「普遍的な」

価値理念共有の必要性を主張する立場からは，共

和国において分断を生み出しかねない共同体主

義14)は脅威とみなされ，ライシテ原則の徹底によ

る宗教の制限が要請されてきた．宗教の自由を保

障する枠組みとしてライシテを捉える立場から，

この傾向は「ライシテの右傾化｣15)，「戦闘的ライ

シテ (laïcité de combat)｣16) と呼ばれ，近年影響

を強めつつある．こうした背景には，9/11同時

多発テロといった国際情勢の影響や，フランス国

内におけるテロの頻発により，イスラムが以前に

も増して安全保障上の脅威とみなされるように

なったことが挙げられるだろう．

2．立法化への要請

2. 1．「教師たちよ，降伏するな！」

1989年秋，ムスリム女性の宗教的シンボルで，
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ヒジャブと呼ばれるスカーフを被って公立中学校

に登校した女子生徒らが，ライシテ原則への違反

を理由に退学処分となった．この事件を契機に国

内ではスカーフをめぐる大きな論争が勃発した．

当時，社会党で教育相を務めていたリオネル・

ジョスパン (Lionel Jospin) は，生徒と学校間の

対話を重視し，スカーフを受け入れる見解を示し

た．こうした政府の寛容な姿勢を糾弾したのが，

エリザベト・バダンテール (Élisabeth Badinter)，

レジス・ドゥブレ (Régis Debray)，アラン・フィ

ンケルクロート (Alain Finkielkraut)，エリザベ

ト・ドゥ・フォントネ (Élisabeth de Fontenay)，

カトリーヌ・カンツレール (Catherine Kintzler)

ら 5人の哲学者である．彼らは事件直後，『ヌー

ヴェル・オプセルヴァトゥール (Le Nouvel

Observateur)』誌に記事を投稿し，スカーフの認

容を「共和国のミュンヘン会談」であると批判し

た17)．声明によれば，共和国の学校は「解放の場

(lieu dʼémancipation)」であり，生徒が自らの出自

集団から離れ，自力で思考する喜びを見出せる場

であることが肝要とされる．すなわち学校は，

「普遍性に属する唯一の制度」であり，親によっ

て課せられた宗教から生徒が自由になれる場とし

て機能しなければならず，これに妥協することは

「降伏 (capituler)」であると断罪された．

｢全ての子供たちを受け入れる」，あなた

(ジョスパン：筆者注) はそう言う．そうだ，

しかしそれは子供たちと一緒に，彼らの親の

宗教をそのまま学校に入れることを決して意

味したわけではない．イスラムのスカーフを

容認する，それは自由な人間 (この場合は少

女) を受け入れることではなく，彼女を服従

させることを何の議論もなく決め込んでし

まった人々へと扉を開けることである．

彼らの論理に従えば，イスラムのスカーフは女性

抑圧の象徴でもあり，その排除は規律を遵守させ

ることに他ならない．そこで適用されるのが，ラ

イシテ原則である．

中立性とは消極性のことでも，単なる寛容の

自由でもない．ライシテは常に諸勢力間の関

係であった．宗教が再び闘争意欲を示す時に，

戦闘的ライシテなるものを，優しさのために

放棄しなければならないのであろうか．ライ

シテは，公立学校や共和国，自由それ自体が

そうであるように，主義として戦闘であり，

戦闘であり続ける．

この主張においてライシテは，共和国制度とし

ての学校教育を通じた，宗教からの解放という解

放原理の役割を持つものとされる．また，学校こ

そが解放の場として機能するべきである以上，共

和国がライシテという理念を盾に，学校における

宗教の排除に介入することは正当化される．前述

の用語を借用するならば，これらの主張は，「戦

闘的ライシテ」を体現するものである．

2. 2．哲学者から政府へ

｢戦闘的ライシテ」の言説は，問題提起後すぐ

に多くの賛同を得たわけではなかった．実際，論

争が引き起こされた 1989年から 1999年に至るま

でにスカーフの着用が問題となる生徒の数は減少

し，その数は 1994年から 1996年には 2400人か

ら 1000人に，1999年には約 400人程度であった

という18)．統合高等審議会 (Haut Conseil à lʼinté-

gration) によれば，国務院は 1992年から 1999年

の間の退学処分に関する 49件の事例のうち，41

件を取り消している19)．しかし問題となるケース

が減少したにもかかわらず，2000年代初頭には

再びスカーフ着用禁止の立法化が要請されるよう

になる．

1999年 11月，国民教育省官僚及び校長として

の職務経験を持つアラン・セクシグ (Alain

Seksig) と，トルコ系移民支援団体の創設者であ

るガイエ・ペテク=サロム (Gaye Petek-Salom)

は，『リベラシオン (Libération)』紙に記事を発

表し，「学校にスカーフを受け入れると，ムスリ

ムを原理主義者に変えてしまう恐れがある」と主

張した20)．この記事では既に，2004 年の宗教シ

ンボル着用禁止法制定の際の指針となるような主

張が展開されている．記事の主要な内容は次のと

おりである．
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イスラム教のものとされるスカーフは，ムス

リムの宗教ではなく，フランスのムスリムに

戒律を押し付け，現実に公権力の交渉相手と

して，特に学校において幅を利かせようとす

る原理主義者の意志を表している．…(中略)

…イスラムのスカーフは議論の余地なく女性

差別の象徴であり，平等を共和制の基本原則

の一つとする我々のような法治国家にとって

容認しがたいものである．…(中略)…はっき

りさせよう．多くの事例において，イスラム

のスカーフと同じ意味づけをすることができ

なかったとしても，我々は学校における全て

のこれみよがしな宗教シンボルの禁止に賛成

を表明する．

以上のような論理によってセクシグとペテク=

サロムは，政府による毅然たる態度を求め，学校

教育におけるライシテとその適用方法を法律に

よって明確化する必要性に言及した．当初政府は

なお，生徒のスカーフ着用を認容する姿勢であり，

スカーフ着用禁止の立法化に賛成する立場は完全

に少数派であった21)．着用禁止が立法化される 5

年前の時点において，スカーフの着用禁止を動機

づける議論は，主に哲学者や教育関係者によって，

「戦闘的ライシテ」の言説を通じてなされたので

ある．前述の哲学者による声明同様，セクシグと

ペテク=サロムの記事では学校におけるライシテ

のあり方が論じられ，女性差別の象徴であるイス

ラムのスカーフは排除すべきであるとされた．

2. 3．哲学者・教育関係者におけるライシテ・

ナラティブと安全保障化

スカーフ着用についての議論を繰り返し再構築

し，ライシテに新たな意味を付与することで，論

争の主題を提示しながら禁止法への動機づけを

行ったのは哲学者や教育関係者であった．これら

のことから，「ライシテ対イスラム」という構図

に基づく安全保障化はまずもって，哲学者，教育

関係者によってなされたといえる．1989年以降，

ライシテの安全保障化は主に教育政策の領域にお

いて起きていたのである22)．

また，宗教シンボル着用の禁止は，そうした哲

学者・教育関係者らによる発話行為のみならず，

安全保障に関する専門的な知の動員によっても正

当化された．ジャック・シラク (Jacques Chirac)

大統領によって設置されたスタジ委員会は，大学

教員，教育関係者，法律家，政治家，非営利団体

関係者から構成され，現代のライシテのあり方に

ついて提言を行った23)．スタジ報告書において，

女子のスカーフ着用は多くの場合，保守的な社会

や家族による強制であるとされ，スカーフは女性

抑圧のシンボル，かつフランス社会に対するイス

ラム主義の攻撃の印とみなされた．つまり，ライ

シテについての「安全保障専門家 (security ex-

perts)」であるスタジ委員会が，スカーフを被る

ムスリム女性を共和国のアイデンティティに対す

る脅威として構築したことで，安全保障化が起き

たのである24)．これは，政治家による発話行為で

はなく，専門家集団という制度的な知による安全

保障化の一例である．

一方，上述した安全保障化は，主に学校におけ

るスカーフ禁止を正当化するものに過ぎず，脅威

の対象はスカーフであり，問題は「抑圧されるム

スリム女性」であった．2000 年代以降，スカー

フ禁止の立法化の流れに伴って，ムスリム女性の

スカーフに限らず，「イスラム」が問題視される

ようになるにつれ，安全保障に関わるライシテは

新たな様相を帯びることとなる．

3．政界におけるライシテ言説

3. 1．『新しいライシテのために』

2003 年 5 月，「国民運動連合 (UMP)」の下院

議員，フランソワ・バロワン (François Baroin)

は，ジャン=ピエール・ラファラン (Jean-Pierre

Raffarin) 首相に対し，『新しいライシテのため

に』と題する報告書を提出した25)．この報告書は，

移民の統合失敗を招いた原因として左派に批判を

加え，ライシテを右派の価値として再定義するよ

う呼びかけるものであった．その中で彼は，フラ

ンスのアイデンティティにライシテを位置づけよ

うとする．

宗教的なものと政治的なものの諸関係に関わ
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るリストはいつも長くなるが，ライシテに関

する議論については，宗教的な領域から文化

的・アイデンティティの領域への移行が見ら

れる．我々の社会はグローバル化，欧州連合

建設，脱中央集権化によって一変したのに，

ライシテは不動かつやや神話的な参照点とし

て表れている．それ故，ライシテはフランス

のアイデンティティの参照要素となったので

ある．したがって多文化主義と共同体主義に

よってそれを問い直すことは，ナ
・

シ
・

ョ
・

ナ
・

ル
・

・
・
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・

イ
・

デ
・

ン
・

テ
・

ィ
・

テ
・
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・
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・

の
・

脅
・

威
・
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・
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・
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・

認
・

識
・

さ
・

れ
・

得
・

る
・

(傍点筆者，以下同様)．

さらにバロワンはライシテが持つ政治的，社会的

企図について言及する．

しかし，国家と諸教会の関係を超えて，そこ

にはライシテが擁する諸価値もある．それは

政治的であると同時に，社会的な企図である．

政治的とは，市民を育成し，家族，地理的，

社会的な出自環境から諸個人を解放し，選択

の自由を与えることを意味する．社会的とは，

そうした自由によって各人が社会の中で人生

の道筋を立て，才能を開花させることが可能

になるに違いないからである．

カトリックからの市民解放が共和主義者による目

的であったことを考えれば，これらは特に新しい

ものではない．ただしバロワンが報告書の中で

度々言及するように，現在の相手はカトリックで

はなく，イスラム原理主義である．イスラム原理

主義を掲げる閉鎖的なコミュニティの形成によっ

てライシテの企図が危機に瀕していると訴えるバ

ロワンは，その原因を左派の政治的無力，多文化

主義的政策に帰すとともに，ライシテの重要性を

強調し，右派の価値として再定義を行った．

バロワンのライシテは，イスラム共同体主義を

脅威とみなし，それに対抗するナショナル・アイ

デンティティとしての機能を持つ．「戦闘的ライ

シテ」は，ここではイスラム共同体主義を批判す

る概念として，右派から擁護されることとなる．

3. 2．「極右」からのライシテ擁護者

｢国民戦線 (FN，現在は国民連合 (RN) に改

名)」の党首，マリーヌ・ル・ペンによるライシ

テ言説も，バロワンとの類似性を見せる．マリー

ヌの父ジャン=マリー (Jean-Marie Le Pen) が党

首として主導権を握る時代には，保守的なカト

リック，権威主義，反ユダヤ主義等の思想が党内

方針の主流であった．しかし，2007年の大統領

選挙では娘のマリーヌが選挙キャンペーン対策管

理を担い，支持者層を広げるためのイメージ改革

を行った結果，党の主張は「あからさまな共和主

義的誇示」へと変化した26)．ライシテに関する言

及が増加するのも，マリーヌによる政党イデオロ

ギーの「脱悪魔化 (dédiabolisation)」戦略が始

まって以降であり，党首交代によってその傾向は

ますます強まることとなる．

FNのライシテ言説を分析したディミトリ・ア

ルメイダによれば，その内容は，次の三点に集約

される．第一に，サブナショナルなコミュニティ

の不承認，第二に，宗教や共同体主義を志向する

団体への財政支援規制強化，最後に，「公共ス

ペース」における宗教表現の制限である27)．サブ

ナショナルなコミュニティとは，フランス共和国

というナショナルな集団の下位に属する，文化や

エスニシティ，ジェンダー，性的指向，宗教を共

有した人々によって構成される集団を指す．

2012 年 1 月にルーアンで行った演説で，マ

リーヌは以下のように述べた28)．

皆さんご存知のように，今日，共
・

同
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体
・

主
・

義
・

は
・
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々
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・
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脅
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・
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・

．

…(中略)…だから私は国民の大統領となり，

共同体主義に反対するつもりである．そのた

めに私は声を大にして，市民平和にとって必

要不可欠なライシテの原則と義務を再度明確

にする．私は，内務・移民・ライシテ省を創

設する．

マリーヌは共和国が存在するために不可欠なアイ

デンティティとしてライシテを挙げ，ライシテ原

則を受け入れない下位集団の排除を訴える．彼女

にとってライシテは共同体主義に対する闘争手段
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であり，そのようなライシテ擁護を自らの役割で

あると自負する29)．また彼女は「2004 年法が，

公共スペース全体に拡大されることに賛成であ

る」と明言し，商店や交通機関，公道において，

イスラムのスカーフ着用や祈祷を禁止しようとす

る30)．

マリーヌのライシテ概念は，イスラムを脅威と

みなし，排除を正当化する手段として提示されて

いる．一方で，この闘争手段がカトリック教徒に

対し厳格に適用されることはなく，彼女はキリス

ト教にルーツを持つ文化をフランスのアイデン

ティティとし，文化的行為として承認する姿勢を

見せる31)．このようなイスラムの宗教実践批判を

念頭においた戦闘的ライシテは，極右政党に特有

のものではなく，前節で検討したバロワンの言説

に既に見て取れるものである．

3. 3．「ポジティブなライシテ」

続いて検討するのは，ニコラ・サルコジ

(Nicolas Sarkozy) のライシテ言説である．サル

コジが自らの解釈として呈示するのが，「ポジ

ティブなライシテ (laïcité positive)」である．彼

にとってライシテは，「人間の基本的な権利とし

て，宗教を享受する権利を保障する｣32) ものであ

り，宗教の抑圧を意味しない．とりわけカトリッ

クやプロテスタント，ユダヤ教が社会統合を推し

進めてきたように，宗教は共和国に対立的なもの

ではなく，社会を平穏にする一要素であるとい

う33)．2007年 12月，大統領となったサルコジは

ラテラノ大聖堂演説で，以下のように述べる34)．

それゆえ，私はポジティブなライシテ，すな

わち，思考の自由，信仰・無信仰の自由に留

意しつつ，宗教を危険なものと考えず，むし

ろチャンスと考えるライシテの到来を願って

いる．

サルコジのライシテは，以下で述べる二点におい

て，安全保障化に寄与するものである．第一にサ

ルコジは，ムスリム・マイノリティの社会統合に

対して積極的な姿勢を見せ，ジャン=ピエール・

シュヴェーヌマン (Jean-Pierre Chevènement) 内

相時代に起案されたイスラム代表機関設立計画を

推進し，国家と宗教間の対話を可能にすべく「フ

ランス・ムスリム評議会 (Conseil français du culte

musulman : CFCM)」を 2003年に創設した．これ

までイスラム教信者集団は複数の団体に分かれて

おり，一つの代表を通じた国家との交渉が困難で

あったが，CFCM の創設により国家公認の対話

空間を得るに至った35)．ただし CFCM は行政と

国内ムスリム間を仲介する一方で，国内のムスリ

ムを監視し過激化を抑止する機能を持っていると

される36)．サルコジは CFCM の構成団体である

「フランス・イスラム組織連合 (Union des organi-

sations islamiques de France : UOIF，現 在 は

Musulmans de Franceに改名)」の会合において以

下のように述べる37)．

あなた方は今日，他の宗教同様，共和国の食

卓につく権利をイスラムに付与する．それは，

イスラムが共和国の諸法律を完全に尊重する

ことを要求する．…(中略)…共和国の諸価値

に逆らう言説を持つイスラムはありえない．

つまり，サルコジは宗教を脅威としないものの，

共和国の諸価値に沿うイスラムの形成を目的とし，

宗教に対する積極的な介入を正当化する．CFCM

に期待されるのは，行政の意図を反映し，イスラ

ムの宗教実践を管理・監視する代表機関としての

役割である．こうした観点から，サルコジのライ

シテは安全保障に関する言説実践の中で捉え直さ

れる．

第二に，近年サルコジのライシテはより戦闘的

な意味合いを持ち，イスラムの宗教実践を脅威と

して構築しつつある．2016年 8月，大統領選挙

立候補を表明したサルコジは，以下のように述べ

ている38)．

共同体主義が共和国の領土で繁栄し，マイノ

リティが決して我々のものとなりえない生活

様式を押し付けるならば，我
・
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．…(中略)…私は

学校や大学，公共サービスや企業において女

性がヴェールを被ることを拒否する．私は，
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フランスの浜辺やプールでのブルキニ (ムス

リム女性用の水着：筆者注) を拒否する．

このようなサルコジのライシテは，国家統治に有

用な宗教には寛容に対応し，そうでない宗教には

拒否を突きつける．初期の「ポジティブなライシ

テ」は，一般的に宗教や，そのスピリチュアルな

側面を社会の治安維持のための有効手段として捉

えるものであった．この点で「ポジティブなライ

シテ」は，アメリカ型市民宗教モデルとの接近を

示す一方で，国家への奉仕を受け入れない宗教を

弾圧対象とする不寛容なフランス型市民宗教モデ

ルに転じる可能性をも持つと言われている39)．近

年サルコジのライシテは，彼が共和国にふさわし

くないと見なすイスラムの宗教実践の排除を志向

する点でより戦闘的な傾向を持ち，特定の宗教の

優遇−排除を社会的有用性に基づいて規定する姿

勢が顕在化している．サルコジのライシテ解釈は，

宗教の社会的有用性を宗教代表機関との対話や交

渉を通じて定義しようとする点で，日常的な実践

に基づく安全保障化の事例である．

3. 4．左派の厳格ライシテ

ライシテの右傾化とは，右派の論理が左派の内

部でも主張されはじめたことを示唆している．本

節では，2012年から 2014年まで内相，2014年か

ら 2016 年まで首相として社会党政権を担当し，

2017年には社会党大統領候補予備選挙に出馬し

たマニュエル・ヴァルス (Manuel Valls) のライ

シテ言説に着目する．ヴァルスは，「妥協なきラ

イシテの擁護」の名の下に，厳格なライシテを掲

げる．その事例として，「バビルー事件」，「ライ

シテ監視機構 (Observatoire de la laïcité)」との対

立，ブルキニ禁止条例支持の三つを取り上げる．

第一の事例であるバビルー事件とは，2008年

に私立託児所の職員が出勤の際，スカーフの取り

外しを拒否したことで解雇処分となり，訴訟へと

発展した経緯を指す40)．訴訟において託児所側は，

当該職員のスカーフ着用がライシテ原則遵守を定

めた内規に反するという理由で，解雇の正当性を

主張した．2010年 12月の労働裁判所および 2011

年 10月のヴェルサイユ控訴院による判決は，本

件の解雇の適法性を認めるものであったのに対し，

2013年 3月 19日に破毀院社会部は一審および控

訴審判決を覆すかたちで，ライシテ原則は公共

サービスに従事しない私法上の被雇用者には適用

されないとし，この解雇を差別的理由によるもの

として無効化した41)．ヴァルスは無効判決への不

満を露わにし，託児所を擁護する立場から「ライ

シテは共和国にとって素晴らしい思想であるだけ

でなく，特に低所得者層の子供を受け入れる託児

所で働くような女性を解放するための基本的原理

である」と発言している42)．

第二の事例は，首相直属機関として 2013年 4

月に設立されたライシテ監視機構との対立である．

ライシテ監視機構は，政府に対しライシテ原則に

関する提言を行う諮問機関であり，機構長を務め

る社会党のジャン=ルイ・ビアンコ (Jean-Louis

Bianco) は司法解釈に依拠したライシテ解釈を支

持し，戦闘的ライシテとは距離を置く立場にある．

ビアンコとヴァルスの間には，しばしばライシテ

解釈をめぐる対立が見られる．対立が明確に表れ

た事例として，2016年の労働法改正法案に盛り

込まれた条項に関する論争に着目する．これは，

私企業が課す内規の中に，被雇用者の信条表明を

制限する中立性の原則を，条件付きで含めること

ができるよう，新たに追加された条項である43)．

この条文に対しライシテ監視機構は，「国家人権

諮問委員会 (Commission nationale consultative des

droits de lʼhomme)」と共同で抗議声明を発表し，

修正条項の撤回を要求した44)．ライシテ監視機構

にとって，私企業における宗教行為のマネジメン

トのあり方については現行規定による措置で十分

であり，新たな立法化は，場合によっては差別に

繋がるものとみなされたのである．このような抗

議の声が寄せられたにもかかわらず，最終的に

ヴァルスは憲法第 49条 3項を用いて法案を強行

可決し，条項はそのまま採択された．

第三の事例は，ブルキニ禁止条例に対するヴァ

ルスの支持表明である．2016年，南仏の自治体

がブルキニの着用をライシテ違反，治安維持を理

由に罰則化した際，ヴァルスはこれらの措置を講

じた自治体に対し賛意を示している45)．条例は同

年 7月にニースで起きたトラック突入テロ事件の
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影響から，ブルキニの着用が混乱や不安を巻き起

こす可能性を懸念したものであった．

浜辺は，全ての公共スペースと同じように，

宗教的な要求からは保護されなければならな

い．ブルキニは水着の新しいライン，ファッ

ションではない．それは，主に女性の隷属化

に基づく，対抗社会の政治的企図の発現であ

る．…(中略)…それは，フランスの，そして

共和国の価値とは相容れない．これらの挑発

行為に対し，共和国は身を守らなければなら

ない．

もし我々が，我々の価値や自由，男女平等と

両立しうるフランスのイスラムを形成したい

のであれば，イスラムは，他の諸宗教がそう

したように，宗教的信条の表明を控え目にす

ることを受け入れなければならない．…(中

略)…堕落したイスラムという名義でテロリ

スト攻撃を受けるとても特殊な時期にあって，

各市民は責任を持って行動するべきである．

共和国とライシテの原理に常に立ち戻らなけ

ればならない．

最終的にブルキニ禁止条例の法的根拠は国務院

によって否認され，条例は無効化されるが，ヴァ

ルスは国務院の判決に対し「我々の社会において

開かれた議論を汲み尽くしていない」と批判する

姿勢を見せている46)．以上三つの事例から明らか

なように，ヴァルスのライシテは，司法解釈が依

拠するライシテ解釈とは異なる様相を見せる．そ

れは右派と同様の論理を用いて，ムスリム女性の

宗教実践を排除すべき脅威とみなし，戦闘的なラ

イシテを動員するものである．しかし一方で，

ヴァルスによるムスリム女性の安全保障化は，通

常の政治的手続きを踏まえたものであった．つま

り，ヴァルスは司法解釈に異議を唱えつつも，例

外的手段に訴えることなく戦闘的なライシテ解釈

を掲げていたのである．

3. 5．イスラム主義者による分離主義との闘い

旧社会党にて入閣経験を持ち，中道派の独立政

党「共和国前進 (La République en marche)」から

大統領となったマクロンは，その他の大統領候補

者とは異なり，ライシテに関する意見表明には慎

重であった．マクロンは自身のライシテ解釈に言

及する際，宗教的自由の保障に重点を置いたアリ

スティド・ブリアン (Aristide Briand) の見解に

依拠しつつ，1905年の政教分離法に基づいたラ

イシテを支持する．一方「ライシテ対イスラム」

の構図に基づき共和国アイデンティティを再構築

するようなライシテ解釈に対しては「復讐的なラ

イシテ (laïcité revancharde)」と断罪する47)．共同

体主義への対抗策として戦闘的なライシテを持ち

出す傾向にあったこれまでの政治的言説に対し，

マクロンはそうしたライシテ概念こそが共同体主

義を助長すると述べる．大学におけるスカーフ着

用禁止の是非が議論された際にも，彼は，スカー

フ禁止が解放の場である大学で学ぶ機会を女性か

ら奪い，社会的な隔離を招いて共同体主義へと繋

がると主張している48)．

マクロンがライシテに関する表明を明確にした

のは，「イスラム主義者による分離主義 (sépara-

tisme islamiste)」対策について行った，2020年 2

月ミュルーズでの演説時である．この演説で彼は，

過激な宗教実践を行い共和国の統一性を脅かす存

在として，一部のイスラム主義者による分離主義

(以下「分離主義」と表記) を批判し，それらに

対抗するための諸政策を公表した49)．その際，マ

クロンは再び「ライシテ対イスラム」構図による

問題同定を避けつつも，「分離主義」に対抗すべ

く，その温床となっている都市郊外地区に対する

公共サービスの拡充，治安維持体制の強化を図っ

た．

私が一瞬言及したところの問題，我々が体験

している問題は，ライシテの問題ではない．

…(中略)…ライシテ，それは我々の共和国に

おいて，自由に信仰する，あるいは信仰しな

い可能性のことであり，どんな宗教であろう

と，共和国の法律を尊重する絶対的義務であ

る．したがってそれは公共サービスの中立性

であり，社会の中立性ではない．そしてそれ

は教会と国家の分離であり，公共秩序を乱そ

うとしたり，共和国の法律の尊重を妨害した

りすることなしに，各々が宗教を実践するた
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めの自由な可能性である．

この姿勢は同年 10月，ミュローで行われた演

説にも引き継がれている50)．演説内容は「分離主

義」との闘いを目的に据えた具体的な計画の公表

であり，マクロンはミュルーズでの演説同様，問

題はライシテではないと再確認する．

問題はライシテではない．何度も繰り返した

ように，フランス共和国におけるライシテと

は，信仰する，あるいは信仰しない自由であ

り，公共秩序が確保されている限り，自らの

信仰を実践できる．ライシテは，国家の中立

性であり，いかなる場合も社会，公共スペー

スにおける宗教の一掃ではない．

演説では同時に，共和国に対する愛国心が「分離

主義」に対置され，共和国の価値強化を目指す計

画が発表された．この計画は最終的にライシテお

よび共和国の諸原則を強化する法案に盛り込まれ，

12月 9日に提出された．法案は，公共サービス

の中立性の確保，非営利団体アソシアシオンに対

する行政管理権限強化，市民育成の場として学校

教育の重要性の強調，共和国の対話者として「啓

蒙のイスラム」の育成，公共施設や教育施設の充

実化を目指す諸政策から構成され，「反分離主義

対策法 (loi contre le séparatisme)」から「共和国

諸原則遵守の強化法 (loi confortant le respect des

principes de la République)」へと名称を変更した

のち，翌年 2 月 16 日に下院で可決されている．

具体性を伴うこれらの政策発表を通じて，マクロ

ンは「ライシテ対イスラム」の構図を避け，問題

を混同しないよう促す姿勢を見せ，これまでのラ

イシテに関する政治的議論に一石を投じた．この

ようなマクロンの姿勢はジャン=ルイ・ビアンコ

によっても支持されており，ライシテ監視機構と

同一路線に位置付けることができる51)．

一方でマクロンの言説には，「ライシテ対イス

ラム」を構図に持つ言説との連続性も見受けられ

る．指摘できるのは以下の三点である．第一に，

公金助成を受給するアソシアシオンに対して，共

和国の諸価値遵守を定めた「ライシテ憲章

(Charte de la laïcité)」への署名を義務づけ，行政

による財政管理を強化する姿勢や，国家の対話者

となるべきイスラムを育成すべく CFCMとの連

携を模索する姿勢は，宗教団体の財政援助に対す

る管理強化を主張するル・ペンのライシテや，宗

教の安全保障化によって国家介入を正当化するサ

ルコジのライシテを想起させる．第二に，非合法

的に行われる遠隔教育を「分離主義」の温床であ

るとし，共和国の学校の重要性を強調する姿勢は，

哲学者らが提起した，ライシテによる解放原理の

系譜を示す．第三に，法案提出日が 1905年政教

分離法制定から 115周年にあたることから，「分

離主義」との闘いがライシテに関連づけられてい

ることは明らかである．ライシテを政治的に動員

する意図を否定しつつも，マクロンのライシテは

テロ対策や治安維持対策に密接に関連づけられた

概念であり，共和国に対する脅威からの安全保障

を担うものとして位置付けられている．こうした

ことから，マクロンによる分離主義の安全保障化

は，演説による発話行為がなされた決定的瞬間に

生成されたのではなく，それ以前の言説との連続

性を持つ事例であることを示している．

3. 6．政治家におけるライシテ・ナラティブと

安全保障化

本稿で検討した政治家は，各々がライシテに関

する多様な見解を提示しつつ，共通して「ライシ

テ対イスラム」という構図を前提に，イスラムの

宗教実践を共和国の価値に対する脅威として構築

してきた．このようなライシテは，共和国の価値

を内在化した世俗的な (あるいは信仰を私事化し

た) 市民を優遇する一方，可視的に宗教実践を行

う市民への差別を正当化するものである．また，

ライシテをナショナル・アイデンティティとみな

すバロワンや，キリスト教のルーツを擁護する立

場からライシテを語るル・ペンの言説に顕著なよ

うに，ライシテは侵すべからざる共和国の原則と

して神聖視され，共和国社会の統一を維持するた

めの砦とされた．

こうしたナラティブに反する形で，1905年法

に依拠し，宗教の自由を重視する解釈を提示した

のがマクロンであった．「問題はライシテではな
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い」と断言するマクロンは，「ライシテ対イスラ

ム」という構図を否定しつつ，ライシテの政治争

点化を避ける姿勢を見せた．ただし，「分離主義」

対策法から読み取れるように，マクロンの方針は

「ライシテ対イスラム」を構図に持つ言説との連

続性を保持している．彼の言説において，過激な

宗教実践を行う「分離主義」とその他のムスリ

ム・マイノリティの境界線は曖昧なものにとど

まっており，「分離主義」対策法は公共施設や教

育施設等の日常的な制度を通じてムスリム・マイ

ノリティの過激化を防止する機能を有するもので

あることがわかる．

以上の事例は，政治家のライシテに関する言説

実践を通じて，イスラムが「実存的脅威」として

提示されるという安全保障化の形成過程を示す．

政治家は各々のライシテ解釈の提示 (発話行為)

によって，イスラムの安全保障化を試みてきた．

この「ライシテ対イスラム」という前提に基づく

安全保障化の正当性は時に司法解釈やライシテ監

視機構によって疑問視されながらも，現在に至る

まで影響力を持ち続けている．

一方，安全保障化の実践は，常に例外的な措置

の正当化を志向したわけではない．むしろそれら

の多くは，通常の政治的手続きにおける立法化・

制度化を動機付けるものであった．また本事例に

おいて，安全保障化は一人の政治指導者の発話行

為によって完了するプロセスではなく，長期間に

わたる連続的な言説実践，及び各アクターの言説

実践が相互に絡み合うことで進み，継続するもの

として観察された．そこには，政治指導者だけで

なく，スタジ委員会による提言のように，専門家

集団による知の動員も含まれていた．以上から，

「通常の政治的手続き−例外的緊急措置」という

二元論では捉えきれない安全保障化の政治的な性

質が，本稿の事例でも確認できたといえる．

お わ り に

ライシテは今や国家と宗教の分離に限らず，移

民政策や治安維持，私企業における宗教実践のあ

り方など様々な争点との関連で議論される用語と

なりつつある．政治的言説において，こうした傾

向は一層顕著に表れるが，これらは言説的アプ

ローチによる考察を通してのみ解明されうる．本

稿では，安全保障化理論を手がかりに，フランス

においてライシテが政治的に利用可能な資源とし

て動員され，イスラムの安全保障化を形成する過

程を検討してきた．フランスのライシテ原則およ

びその適用範囲をめぐる論争は，右派左派を問わ

ず，主に共和国的価値の擁護の観点から展開され，

「ライシテ対イスラム」という構図に基づいてイ

スラムを「実存的脅威」として構築することに寄

与した．

また，本稿の分析対象は大部分が哲学者，政治

家の言説，あるいは専門家による提言であったも

のの，安全保障化を遂行するアクターとして官僚

機構の役割も論じられる必要がある．これらにつ

いては，今後の課題としたい．
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Summary This article traces a process in which French secularism “laïcité” has acquired increasing

relevance to national security concerns, by employing the theoretical framework of “securitisation”. The

increase of “homegrown terrorism” perpetrated by individuals brought up in France, such as Charlie Hebdo

shooting and Paris Attack in 2015, has contributed to represent and to construct French Muslim populations as

“threat” to national security. In this context, laïcité is increasingly deployed in the political discourses to

address national security concerns, often intertwined with the policies of counterterrorism, prevention of

radicalization, and border control. In outlining the contours of an approach to securitisation, the article

illustrates how the concept of laïcité has been articulated and practiced by the intellectuals and the political

elites, thereby those discursive practices contributed to the “securitisation” of Islam.
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